
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｇ２－５９ 運搬車部品及び付属品 

 
D-CLASS4 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｇ２－５９ 全 運搬車部品及び付属品 

   
D-CLASS5 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ９－１６２ 家具等構成部材相互連結具 

Ｇ１－５１９０ 輸送用パレット部品及び付属品 

Ｇ１－５２９００ コンテナー部品及び付属品 

Ｇ１－５９ 運搬用容器等部品及び付属品 

Ｌ７－１０ 建物用構造材、枠材 

Ｍ０－００ 棒鋼、鋼管 
D-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D-CLASS7 

この分類に含まれる物品 

運搬台車用継ぎ手   

   
D-CLASS8 

定義 

運搬車の部品及び付属品。 

運搬車等を積込む際に使用する補助具等も含む。 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

Ｇ２－５９ 
登録１０３５０４６号 
運搬車用車輪付基台 

Ｇ２－５９ 
登録１１１３０３０  号
運搬台車用台座 

Ｇ２－５９ 
登録１０５０５８３号 
台車用サイドスペース 

Ｇ２－５９ 
登録１０３０１７８号 
ショッピングカート用幼児椅子 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
D-CLASS9 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

「継ぎ手」に関しては、物品名及び物品の説明等の記載により基本的に用途によって分類分けされており、 

① 物品名や説明等から運搬車の専用部品又は付属品と判断できる継ぎ手はＧ２－５９に分類する。 

例１） 運搬車特有の継ぎ手（車輪部の継ぎ手、取手用継ぎ手） 

例２） 運搬車用コーナー部継ぎ手 

例３） ヒンジ部を有する継ぎ手 

例４） その他運搬車用の継ぎ手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 物品名や説明等から運搬車にもパレット等にも使用できるが、運搬用に限定されているものはＧ１－５９

に分類する。 

③ 多用途のものはＤ９－１６２に分類する。 

※ただし、運搬車用又は運搬用の継ぎ手であっても、断面が円形、角型などのパイプ材・棒材の継ぎ手はＤ

９－１６２に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運搬

キャ

運搬

Ｄ９－１６２ 
登録９２２９１８号 
構造材用継手 

Ｇ２－５９ 
登録７６８２２１号 
運搬車用継手 

Ｇ２－５９ 
登録９３０７７８号 
運搬台車用継手 

Ｇ２－５９ 
登録７７３２１３号 
手押し台車用コーナー具 

Ｇ２－５９ 
登録９１２５２９号 
コーナー継手 
Ｇ１－５９ 
登録１０８９４０８号 
機材運搬用枠体の

コーナー継手 
車用のハンドルはＧ２－５９に分類するが、自転車用のものはＧ２－４９２００に分類する。 

スターのみはＭ３－３２０に分類する。 

車用車輪はＧ２－９１１０ 

Ｄ９－１６２ 
登録９３０７８０号 
運搬台車用継手 
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D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

運搬台車用継ぎ手 運搬台車用台座 運搬車用棚板 

   

 


